
マイカー通勤・自転車通勤の管理規程の備えはいかに？
高額賠償続出で、会社にとって時間的・金銭的・社会的に大ダメージに！！

「会社を守るためのマイカー通勤・自転車通勤のリスク管理」
マイカー事故でも企業が責任を負う?

備えよう、自転車通勤への対応

マイカー管理の実践ポイント

就業規則や諸規定が会社を救う

２０２6年6月１８日（木）
１３:３０受付 １４:００開始 １６:００終了

無料

裏面のQRコードからお申込みください。

あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 沖縄支店 地域戦略室
ＴＥＬ:０５０－３４６１－９２４４

マイカー通勤管理規定雛形プレゼント

通勤途上での交通事故によって企業が使用者責任を問われ、高額な損害賠償請求を負
う事例が多発しています。従業員が通勤にマイカー・自転車を使用して事故が発生した際、
被害者に対して、企業は個人の問題として責任を回避できるケースはほとんどありません。

そこで、「知らないでは済まされないマイカー・自転車の利用」について確認しておくべき「使
用者責任」や「事故事例」についてご説明した上で、いち早く対応したい車両管理規程等の
ルールや体制整備、外国人従業員向け事故防止ツールなどについて解説します。

会社を守る！
マイカー通勤・自転車通勤リスク管理

セミナーのご案内

主催 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社沖縄支店

後援 沖縄県商工労働部・沖縄県中小企業団体中央会
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解説

参加特典

参加費

会場:沖縄産業支援センター
(那覇市字小禄1831番地1)

申込方法

お問合せ

定員:４０名（定員に達し次第締め切り）

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 沖縄支店
地域戦略室 トレーニングセンター統括 荻原（おぎわら）担当課⾧
経歴:保険代理店の担当社員、湘南支店トレーニングセンター統括、企業商品部、仙台支店トレーニングセンター

統括、滋賀支店ト レーニングセンター統括を経て、2023年4月より沖縄支店トレーニングセンター統括。
企業商品部では、東京中央支店や企業営業部門の労災・工事・賠償・費用利益保険のアンダーライティン
グ（損害保険契約の引受判断や保険料算出などの業務）を経験。

トレーニングセンター統括として、各地の商工会議所、商工会、団体などでセミナーや研修の講師も行っている。



＊沖縄県が特定の商品やサービスを推奨するものではありません。
＊あいおいニッセイ同和損害保険株式会社は、沖縄県中小企業団体中央会も加わっている

全国中小企業団体中央会と「中小企業組合の経営支援力強化」に関する連携協定を締結して
おります。今回は、協定に基づく、後援セミナーとなります。

申込締切日は、６月１６日（火）となります。
定員に達した場合、締切日より前に締め切ります。

URL・QRコードからの申し込みとなります↓
 お申込は、参加される皆さまおひとりずつ必要となります。

①下記URLまたは二次元コードから申込フォームへアクセス下さい。

https://forms.cloud.microsoft/r/AgKKE3NrmL

②必要事項を入力後、【送信】を押してください。

＊「申込コード」欄へは「RRP02」を選択ください。

※ セミナー開始時刻の30分前より開場予定です。
※ セミナー開始後は、他の出席者の迷惑にならないよう、携帯電話の電源を切るか、音が鳴らない設定を

お願いします。
※ 録画録音や誹謗中傷等は固く禁止させていただきます。発見した場合は、退場いただく場合もあります。

沖縄産業支援センター（那覇市字小禄1831番地1）

＜沖縄自動車道を利用する場合＞
①沖縄自動車道を空港向けに走行します。
②豊見城・名嘉地ICで下車し、瀬⾧島入口交差点を右折します。
③国道331号線を那覇方面向けに直進します。
④安次嶺交差点を通過しましたら、約500m先 金城交差点を信号左折していただくと、沖縄産業支援センターがございます。

【会場ご案内】

お客さま情報の取扱いについて
ご記入いただきました内容は、あいおいニッセイ同和損保（関連会社・提携会社・代理店・扱者含む）からの、各種商品・サービスのご案内、
及び各種情報提供・運営管理等に活用させていただきますのでご了承ください。


